
別添１ 

【学部・学科の教育研究上の目的】 

 

 建学の精神（行学一如）に則り、人類の幸福の追求と国際社会の発展に貢献できる人材育成を目的として、

以下の学部、学科を設置する。 

総合福祉学部 

多角的視野から教育・研究に取り組み、知識、技術、社会的実践力を錬磨し、福祉社会の実現に資する人

材の育成を目的とする。 

 ① 社会福祉学科 

人間理解のための深い教養と福祉の専門知識を修得し、福祉領域における問題解決能力を有する人材を

育成する。 

 ② 社会教育学科 

人々が充実した生活を送ることのできる真に豊かな福祉社会を築くために、子どもから大人まで生涯にわ

たる幅広い「学び」を多面的に支援できる人材を育成する。 

 ③ 福祉心理学科 

人間理解の基礎となる心理学的視点や理論・方法を学び、人々の抱える心理的問題を分析・解決できる人

材を育成する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別添２  納付金 

１．諸納金                               (単位：円) 

 １年次入学 ２・３年次編入学 科目等履修生 

入学選考料 １０，０００ １０，０００ １０，０００ 

※ 入学時、幼保特例講座のみを履修する科目等履修生の入学選考料は免除。 

 

正科生 １年次入学 ２・３年次編入学 備   考 

入 学 金  ３０，０００  ３０，０００  

授 業 料 
 ８０，０００  ８０，０００ 平成２０年度迄の入学者 

 ９０，０００  ９０，０００ 平成２１年度以降入学者 

施設設備資金  ３０，０００  ３０，０００  

合   計 
１４０，０００ １４０，０００ 平成２０年度迄の入学者 

１５０，０００ １５０，０００ 平成２１年度以降入学者 

※ 授業料・施設設備資金は、次年度以降、在学中はスライド制の適用により改訂する。 

 

科目等履修生 金   額 備   考 

入 学 金  ３０，０００  

授 業 料   ６，０００ １単位あたり（平成 21年度までは 5,000円） 

在籍更新料  ３０，０００ ３年間在籍するごとに必要 

※ 別カリキュラム間の整合性やコマ数等により、上記以外の金額を設定する場合は機関誌等により告知する。 

 

２．在籍料（休学期間中） 

 金   額 備   考 

在 籍 料  １０，０００ １年間につき（平成１７年度迄の入学者は免除） 

 

３．スクーリング受講料 

科目区分 金   額 備   考 

講義科目   ５，０００ スクーリング単位１単位あたり 

特講科目・Ｓ科目   ７，０００ スクーリング単位１単位あたり 

演習・実技・実験科目  １０，０００ スクーリング単位１単位あたり 

 

４．実習費等 

区  分 金   額 備   考 

社会福祉援助技術現場実習費  ８０，０００ 平成 20年度迄の入学者(平成 31年度以降は 110,000円) 

社会福祉援助技術実習費  ８０，０００ 平成２１～２５年度の入学者(平成 31 年度以降は 110,000 円) 

社会福祉援助技術実習費  １１０，０００ 平成２６年度以降の入学者 

社会福祉士養成課程履修費  １０，０００ 平成２１年度以降入学者 

社会福祉士体験学習費 ５，０００ 
平成２５年度迄の入学者が平成２６～２９年度

に実施する場合 

精神保健福祉援助実習費  ８５，０００ 平成２３年度迄の入学者 

精神保健福祉援助実習費 １６０，０００ 平成２４年度以降入学者（A 85,000 円 B 75,000 円） 

介護実習費  ３０，０００  

教育実習費  ３０，０００  

障害者（児）教育実習費  ３０，０００  

※ 社会福祉士の「相談援助実習」を履修している場合、精神保健福祉援助実習Ａのうち６０時間を上

限として、精神科病院等の医療機関以外の実習を免除する。この場合の実習費の金額は１３５，０

００（A 60,000円 B 75,000円）とする。 

 

 ５．特別聴講学生・特科生の学費は別途定める。 



別添３   社会福祉士国家試験受験資格に関する養成地域・課程・履修方法細則 

＊平成２１年度以降の入学生適用 

 

１．社会福祉士養成課程は、各学年４００名とする。 

  社会福祉士養成課程への登録は、社会福祉援助技術演習Ａの面接授業（スクーリング）申し込み

時に行ない、学則別添２に定める課程履修費を所定の期日までに納めなければならない。養成する

地域は全国とする。 

 

２．単位の算定基準は、学則第１６条に定めるものとする。 

  指定専門科目を面接授業（スクーリング）で単位修得する際の出席時間数は、所定の時間数の２

／３（ただし実習については４／５）に満たない場合は、履修認定（単位を修得すること）はでき

ない。ただし、単位修得に必要な出席時間数は、上記以上の出席を求めることがあり、別に告示す

る。面接授業は１コマ８０分とし、１コマを２時間と計算する。 

 

３．演習・実習科目の履修方法は次のとおりとする。 

  面接授業（スクーリング）における演習・実習指導は１クラス２０名を上限とする。 

 

  相談援助演習（印刷教材等による授業４０５時間 面接授業４６時間） 

  【内訳】①社会福祉援助技術演習Ａ   ３単位 

       印刷教材等による授業１３５時間 面接授業 ７コマ（１４時間） 

      ②社会福祉援助技術演習Ｂ   ３単位 

       印刷教材等による授業１３５時間 面接授業 ８コマ（１６時間） 

      ③社会福祉援助技術演習Ｃ   ３単位 

       印刷教材等による授業１３５時間 面接授業 ８コマ（１６時間） 

 

  相談援助実習指導（印刷教材等による授業等２５０時間 面接授業２８時間） 

  【内訳】④社会福祉援助技術実習指導Ａ １単位 

       印刷教材等による授業 ９０時間 面接授業 ４コマ（ ８時間） 

       体験学習 ２１時間 

      ⑤社会福祉援助技術実習指導Ｂ ２単位 

       印刷教材等による授業１３５時間 面接授業１０コマ（２０時間） 

       実習指導  ４時間 

 

  相談援助実習（実習時間１８０時間） 

  【内訳】⑥社会福祉援助技術実習    ４単位 

       実習時間１８０時間 

 

  ※体験学習・実習指導・実習時間は実時間とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別添４ 精神保健福祉士国家試験受験資格取得に関する養成地域・課程・履修方法細則 

＊平成２４年度以降の入学生適用 

 

１．精神保健福祉士養成課程は、各学年１６０名（ただし実習受講者８０名、実習免除者８０名）と

する。 

  精神保健福祉士養成課程への登録は、精神保健福祉援助演習Ａの面接授業（スクーリング）申し

込み時に行なう。養成課程の定員を超える希望者がいた場合は選考試験を行う。養成する地域は北

海道・東北・関東・新潟とする。 

 

２．単位の算定基準は、学則第１６条に定めるものとする。 

  指定専門科目を面接授業（スクーリング）で単位修得する際の出席時間数は、所定の時間数の２

／３（ただし実習については４／５）に満たない場合は、履修認定（単位を修得すること）はでき

ない。ただし、単位修得に必要な出席時間数は、上記以上の出席を求めることがあり、別に告示す

る。面接授業は１コマ８０分とし、１コマを２時間と計算する。 

 

３．演習・実習科目の履修方法は次のとおりとする。 

面接授業（スクーリング）における演習・実習指導は１クラス２０名を上限とする。 

 

精神保健福祉援助基礎演習（印刷教材による授業４５時間 面接授業１６時間） 

 

【内訳】①精神保健福祉援助演習Ａ   1単位 

印刷教材等による授業４５時間 面接授業 ８コマ（１６時間） 

 

精神保健福祉援助専門演習（印刷教材等による授業１８０時間 面接授業３０時間） 

 【内訳】②精神保健福祉援助演習Ｂ   ２単位 

      印刷教材等による授業９０時間 面接授業 ７コマ（１４時間） 

     ③精神保健福祉援助演習Ｃ   ２単位 

      印刷教材等による授業９０時間 面接授業 ８コマ（１６時間） 

 

 精神保健福祉援助実習指導（印刷教材等による授業等１８０時間 面接授業３０時間） 

 【内訳】④精神保健福祉援助実習指導Ａ １単位 

      印刷教材等による授業９０時間 面接授業 ８コマ（１６時間） 

     ⑤精神保健福祉援助実習指導Ｂ １単位 

      印刷教材等による授業９０時間 面接授業 ７コマ（１４時間） 

 

 精神保健福祉援助実習（実習時間２１０時間） 

 【内訳】⑥精神保健福祉援助実習    ４単位  実習時間２１０時間 

精神保健福祉援助実習Ａ   ２単位  １２０時間 

精神保健福祉援助実習Ｂ   ２単位   ９０時間 

  ※実習時間は実時間とする。 

 












































































































